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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

選挙管理委員会事務局 

 
許認可等の内容 議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付

 
根拠法令等及び条項 地方自治法施行令第１１０条において準用する第９１条第２項

 標

準

処

理

期

間

根拠条項

 
設定等年月日

令和　　年　　月　　日設定 

令和　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 　日

 

審

査

基

準

根拠条項
地方自治法第８０条第１項並びに第４項において準用する第７４条第

５項及び第６項

 
参考事項

 
設定等年月日

令和　　年　　月　　日設定 

令和　　年　　月　　日最終変更

 【　基　準　】

 地方自治法抜粋 

第八十条　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその

総数の三分の一（その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を

超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して

得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一

を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た

数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団

体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解

職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有す

る者の総数の三分の一（その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四

十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合

算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八

分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じ

て得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をするこ

とができる。 

②～③略　 

④　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数

（その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分

の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総

数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数

と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して

得た数）について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第
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 九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請

求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道

府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が

含まれる」と読み替えるものとする。 

 

（以下準用する条文） 

第七十四条　 

①～④略　 

⑤　第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第二十二条

第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に

登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙

管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 

⑥　選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることが

できない。 

一　公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の

表示をされている者（都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定に

より当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者（同法第十

一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九

十四号）第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者

を除く。）を除く。） 

二　前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により

選挙人名簿から抹消された者 

三　第一項の請求に係る普通地方公共団体（当該普通地方公共団体が、都道府県であ

る場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規

定する指定都市（以下この号において「指定都市」という。）の区及び総合区を含み、

指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。）の選挙管理委員会の委員又

は職員である者 

 

 

 

 

 

 


